
新公立病院改革プランについて（地域医療構想関係部分抜粋） 

 

常滑市民病院 

【地域医療構想を踏まえた役割】（Ｐ29、Ｐ30） 

＜常滑市民が安心して受診できる病院＞ 

常滑市唯一の入院施設を持つ病院として、まず、「常滑市民が安心して受診できる病院」

でなければなりません。２次救急医療機関として、急性期患者に対応するため、引き続

き、急性期医療の提供を続けていきます。そして、今後増えることが予想される回復期

患者にも充分対応していかなければなりません。当院は、今後も急性期医療を主体とし

つつも回復期医療などにも取り組むケアミックス型の病院としての役割を果たしていき

ます。 

＜災害拠点病院との連携＞ 

当院は、海岸から離れた海抜 32 メートルの高台に位置し、最新の災害対応機能を具

備しています。災害時には災害連携病院として、知多半島医療圏内の災害拠点病院を補

完する機能を果たしていきます。知多半島医療圏の中で最大規模の施設を備えた人工透

析医療については、拠点病院としての役割を果たしていきます。 

＜特定感染症指定医療機関としての受入体制強化＞ 

平成 28 年１月４日、厚生労働大臣より国内４番目となる特定感染症指定医療機関の

指定を受け、未知の感染症の蔓延を水際で防ぐ役割を担っています。今後も、特定感染

症指定医療機関としての責務を担うため、国県双方と連携し、受入体制の強化に努めて

いきます。 

【再編・ネットワーク化】（Ｐ40） 

（１）近隣病院との連携 

平成 33 年度に計画されている半田病院の建替えに向けて、少なくとも半田病院、常滑

市民病院及び知多厚生病院の機能再確認を行い、必要に応じて、機能分担及び連携強化

の協議を進めていきます。 

（２）知多半島医療連携ネットワーク 

平成 29 年２月１日から半田病院、西知多総合病院、常滑市民病院の３病院で構成され

る「知多半島医療連携ネットワーク」の運用が開始されました。このネットワークは、

患者の同意のもと３病院間での電子カルテの相互開示や、このネットワークに参加する

地域の医療機関からも３病院の電子カルテの確認が可能となるものです。この連携によ

り、途切れのない質の高い医療の提供ができるようになりました。 

（３）地域医療連携推進法人 

人材確保、共同購買及び医療機器共有化などのメリットが望めるのであれば、緩い連

合形態としての地域医療連携推進法人への参画も検討していきます。 



【数値目標について】（Ｐ38、Ｐ41）                             

＜医療機能等指標に係る目標数値＞ 

 

＜経営指標に係る目標数値＞ 
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